
令和５年３⽉吉日 

教育事務ハンドブックをご利⽤の皆様 各位 

教育事務ハンドブック改訂委員会 

 

教育事務ハンドブックの差替えについて（お願い） 
 

 このたび改訂委員会においてハンドブックの加除修正作業を完了いたしました。ご利⽤

の皆様⽅からのご指摘や各種法規の改正等を受けて修正を⾏いました。  

 つきましては、ご利⽤の皆様には⼤変お⼿数をおかけいたしますが、最新の情報をご利⽤

いただくために下記の差替作業をお願いいたします。 

記 

《差替の⽅法》 

１、『ハンドブック（全ページ一括ダウンロード）Ver4.３』（PDF ファイル）を開き、A4 ⽤

紙で両面印刷して下さい。 

普通のコピー⽤紙でも構いませんが、耐久性を考えると若⼲厚めの⽤紙の⽅が望ましいと

思います。 

２、印刷したものを、全ページ差替えて下さい。 

 

《留意点》 

・今回の改訂は、令和４年８⽉末現在のものです。 

・今年度は内容の修正に加えて全編に渡って根拠の表記の仕⽅を⾒直しました。よって、例

年のような修正ページの加除ではなく全ページの差替えをお願いします。（根拠の表記⽅法

は裏面参照）  



根拠となる法律・条例・規則等の主な略称 

◆法律  
〇特別⽀援学校への就学奨励に関する法律 → 特⽀就学奨励法 
〇地⽅公務員の育児休業等に関する法律 → 育休法 
〇義務教育諸学校の教科⽤図書の無償措置に関する法律 → 教科書無償措置法 
〇地⽅教育⾏政の組織及び運営に関する法律 → 地教⾏法 
〇市町村⽴学校職員給与負担法 → 学校職員給与負担法 
〇義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 → 施設費負担法 

 
◆⽯川県の条例・規則  
〇⽯川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例 → 勤務時間条例 
〇⽯川県職員及び⽯川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則 → 勤務時間規則 
〇⽯川県職員及び⽯川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の運⽤について → 勤務時間規則の運⽤ 
〇一般職の職員の給与に関する条例 → 給与条例 
〇一般職の職員の給与に関する条例の施⾏規則 → 給与規則 
〇一般職の職員の給与に関する条例及び同条例施⾏規則の運⽤について → 給与条例の運⽤ 
〇義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 → 給与措置条例 
〇義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の運⽤について → 給与措置条例の運⽤ 
〇⽯川県職員等の育児休業等に関する条例 → 育休条例 
〇⽯川県職員等の育児休業等に関する規則 → 育休規則 
〇公⽴学校職員の特殊勤務⼿当に関する条例 → 特勤⼿当条例 
〇公⽴学校職員の特殊勤務⼿当に関する規則 → 特勤⼿当規則 
〇⽯川県職員等の旅費に関する条例 → 旅費条例 
〇⽯川県職員等の旅費に関する規則 → 旅費規則 
〇⽯川県公⽴学校職員旅費取扱規程 → 旅費規程 
〇⽯川県職員等の再任⽤に関する条例 → 再任⽤条例 
〇⽯川県職員の定年等に関する条例 → 定年条例 
〇職務に専念する義務の特例に関する条例 → 職務専念義務特例条例 
〇職務に専念する義務の特例に関する規則 → 職務専念義務特例規則 

 

根拠の⾒⽅ 

根拠の表記は「法規名 第●条」を基本としています。項番号まで示す場合は「条」と

「項」の間に半角アンダースコア「̲」をはさみ、半角数字で項番号を表しています。 

<例>「一般職の職員の給与に関する条例 第 10 条の 5 第 2 項」 

→「給与条例 第 10 条の 5̲2」 

 

その他 
〇同条例、同例規等の表記 → 「同」を⽤いず全て正式名称・略称 
〇法律、条例、規則以外の⽂書 → 発信日（発信者）⽂書名 

 

以上 




